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全国子ども会連合会ネット加入

単位子ども会
事務マニュアル【加入編】
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市区町村子連
（共済契約者）

単位子ども会

ネット加入手続きの流れ

ネット加入手続希望を
市区町村子連に連絡
する。

市区町村子連からネッ
加入手続きをするため
のURLが通知されます。

単位子ども会情報新規登録

登録完了確認メー
ルが全子連から登
録アドレスに送付さ
れます。

単位子ども会情報
登録内容確認

単位子ども会情報
登録完了

年間行事の登録

日常定例活動の登録

様式-11Sを提出

安全共済会等掛金、
都道府県・政令指定
都市子連等の会費を
入金する。
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様式-11S

新規登録

全国子ども会安全共済会専用URLから「安全共済会ネット加入ホーム画面」に移行する。
右のQRコードを読み込みでもアクセスできます。

https://www.kodomo-kai.or.jp/共済システム/

単位子ども会情報登録

ログイン

加入者情報の登録

https://www.kodomo-kai.or.jp/%E5%85%B1%E6%B8%88%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0/
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市区町村子連を通じて次のような「全国子ども会安全
共済会専用URL」が連絡されます。

市区町村子連から連絡いただいた下記のURLからアク
セスしてください。
QRコードを読み込みでもアクセスできます。

●全国子ども会安全共済会専用URL
https://www.kodomo-kai.or.jp/共済システム/

「新規登録」からスタートとなりま
す。ここをクリックしてください。

更新マニュアル・変更マニュアルを新しく表示しました。

市区町村子連の取扱内容が掲載されています。

単位子ども会・市区町村子連が使用する様式が掲載さ
れています。

都道府県・政令指定都市子連、市区町村子連が使用す
るハンマーヘッドと接続します。

ネット加入に関するお問い合わせはメールにて照会願
います。



「新規登録」をクリックすると左記画面となります。

1-1 単位子ども会情報の登録

項目にそってデータを入力します。
入力すると次ページのようになります。

テスト送信をクリックすると登録アドレスにテストメールが送
信されます。

テスト送信すると次のようなメールが送信されます。

このメールは、メールアドレス確認用のテストメールです。

【注意事項】
※必ずテスト送信をしてメールが受信できることを確認して
下さい
※受信できない場合、メールアドレスが間違っているかご確
認ください
※スマホの場合、PCからのメールを拒否する設定になって
いる可能性があります。その場合の設定変更はお使いの
キャリア、販売店にお問い合わせください。
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2019年度 単位子ども会情報の登録



学区・地区名以下の項目は表示にそって入力してください。
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1-2 単位子ども会情報の登録

所属団体名の右端のタブをクリックすると全国の都道府
県・政令指定都市子連が表示されます。
その中から該当の子連を選択します。

契約者の右端のタブをクリックすると加入している市区町
村子連が表示されます。
その中から該当の子連を選択します。

郵便番号を入力すると住所の一部が表示されますので下
位住所・建物名等を入力してください。

メールアドレスは今後の連絡用として活用する場合もあり
ますので正確に入力してください。

ユーザーID、パスワードは「半角英数字および@-_.で8文
字以上」で入力してください。

「次へ」をクリックすると次ページの画面が表示されます。

2019年度 単位子ども会情報の登録



入力内容の確認画面が表示されます。

表示内容に間違いがなければ「登録」ボタンを
クリックしてください。

表示内容が相違している場合は「再編集」ボタ
ンをクリックして前ページの内容から修正してく
ださい。
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2019年度 単位子ども会登録内容確認 1-3 単位子ども会情報の登録



登録が完了すると左記画面が表示されま
す。

登録確認のため次ページの内容のメール
が、ご登録いただいたアドレスに送信され
ます。

メールが届かない場合は下記事項に沿っ
て対応願います。

メールが確認できましたら「ログイン画面
に移動」をクリックしてください。

メールが届かない場合は、ご登録いただ
いたメールアドレスが正しくないかもしれ
ません。
そのような場合は、登録したユーザーID、

パスワードで、単位子ども会情報の登録
されたアドレスを確認してください。
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2019年度 単位子ども会登録完了

1-4 単位子ども会情報の登録

※受信できない場合はメールアドレスが間違っているかご確認ください
※スマホの場合、PCからのメールを拒否する設定になっている可能性があります。その場合の設定
変更はお使いのキャリア、販売店にお問い合わせください。



左記内容のメールが登録されたアドレスに送信
されます。

確認後、ログイン画面に移動してログインしてく
ださい。
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単位子ども会情報の登録⑤



登録したユーザーID、パスワードを入力してログインしてください。

2 ログイン
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2019年度 共済お申込ログイン 2019年度 共済お申込ログイン



3-1 加入者登録
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「追加」ボタンをクリックすると下記画面が表
示されますので「氏名」「性別」「年齢」を入力
してください。

満４才以上の加入者は「氏名」「性別」「年齢」の3項目のみ
入力してください。

加入年度の4月1日現在満４歳未満の幼児が加入す
る場合は、保護者の会員登録が必要です。

子ども会行事に満４歳未満の幼児が参加する場合は
会員登録された保護者が同伴することが安全共済会
の補償の対象となります。

年齢は加入時期に関係なく、加入年度の
4月1日現在の満年齢で入力ください。

2019年度 ネット加入子ども会加入者登録

ログインすると下記画面が表示されますので、
「追加」ボタンをクリックして加入者登録をしま
す。登録画面は次ページの通り。

加入者が満4歳未満の場合は保護者名
を入力してください。
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加入者情報の変更は入力後30日以内は変更可能です。

入力後30日経過して修正する場合は下記メールアドレスにて
「全子連」あて連絡ください。

全子連にて修正いたします。

全子連アドレス
Kyosai-net@kodomo-kai.or.jp

年齢を入力すると自動的に種別が表示されます。

年齢は加入時期に関係なく、加入年度の4月1日現
在の満年齢で入力ください。

3-2 加入者登録

表示されるのは該当
子ども会の種別が「大
人」として登録されて
いる方です。d@ 

保護者を入力する場合は、最初
に保護者の追加登録したうえで、
「選択」タブの中から該当者名を
選択してください。

備考欄は必要に応じてご活用ください

データ入力完了後、「保存」をクリックしてください。

加入年度の４月１日現在満４歳未満の幼児が加入する場
合は、保護者の会員登録が必要です。

子ども会行事に満４歳未満の幼児が参加する場合は会員
登録された保護者が同伴することが安全共済会の補償の
対象となります。

mailto:Kyosai-s@kodomo-kai.or.jp
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加入者情報を登録すると左記のように表示されます。

No.表示が青く表示されている場合は変更が可能で
す。(入力後30日以内)

加入者データを削除する場合はここをクリックしてください。
ただし、データが削除できるのは入力後30日以内です。
(No.表示が青く表示されているデータ)

入力後30日経過するとこの表示は消えます。

印刷する場合は「印刷」をクリックして印刷してください。

2019年度 ネット加入子ども会加入者登録

3-3 加入者登録

加入者情報の変更は入力後30日以内は変更可能です。

30日過ぎて修正する場合は全子連に修正内容を＜共済
様式＞加入21-S変更届にてご連絡ください

登録日はデーター入力の日時が表示されます。



行事予定日の前日までに
データを入力してください。

年間行事は計画しているも
のは全て入力してください。

4-1 年間行事登録

年間行事・日常定例活動に
入力されていない行事・活
動でケガ等をした場合は補
償の対象外となりますので
入力漏れがないようにご注
意ください。
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「年間行事」タブをクリックし、「行事
登録」ボタンをクリックし、登録画面
に沿って年間行事を登録します

上旬 １日〜10日
中旬 11日〜20日
下旬 20日〜末日

入力完了後、「保存」を
クリックしてください。

2019年度 ネット加入子ども会年間行事登録
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4-2 年間行事登録

2019/4

2019/4

2019/5

2019/6

2019/7

2019/7

2019/9

2019/10

2019/12

7

14

1

7

前ページにデータを入力すると左記のように表示されます。
書類にて印刷する場合は下段の「印刷」ボタンをクリックして印刷してください。

入力データを修正・削除する場合は、
行事実施の前日までに修正・削除し
てください。(左端の青い表示の番号

をクリックして表示された画面にそっ
て修正箇所を修正してください。)

行事実施予定日を過ぎると修正・削
除はできなくなります。

2019年度 ネット加入子ども会年間行事登録



予定日は確定しなくても概ねの予定で入力
してください。

行事名・活動名毎に入力してください。

5-1 日常定例活動の登録

年間行事・日常定例活動に入力されていな
い行事・活動でケガ等をした場合は補償の
対象外となりますので入力漏れがないよう
にご注意ください。
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日常定例活動を登録する場合は上記画面の上
段にある「日常定例活動」タブをクリックし、「定例
活動登録」ボタンをクリックし、登録画面に沿って
日常定例活動を登録します。

2019年度 ネット加入子ども会日常定例活動登録



前ページにデータを入力すると上記のように表示されます。

書類にて印刷する場合は下段の「印刷」ボタンをクリックして印刷してください。
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2019年度 ネット加入子ども会 日常定例活動登録

5-2 日常定例活動の登録



市区町村子連への連絡

共済等掛金および都道府県・政令指定都市子連等会費を市区町村子連に送金(もしくは持参)し、次の書面を市区町村子連に提出してください。

加入申込書<共済様式>加入-11S(ネット加入用) 加入申込書<共済様式>加入-11S(ネット加入用)「記入例」
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